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(57)【要約】
【課題】高いアスペクト比で狭い幅の溝に、シリコン酸
化膜を埋め込むことの可能な、スループットの高い半導
体製造方法を提供する。
【解決手段】半導体装置の製造方法において、基板を処
理室内へ搬入する工程と、炭素及び水素を含むシリコン
化合物ガスを処理室内へ供給して、処理室内を第１の圧
力の状態にする工程と、処理室内を前記第１の圧力にし
た状態において、処理室内へ供給されたシリコン化合物
ガスに紫外光を照射して、基板上にシリコン酸化膜を形
成する工程と、処理室内を前記第１の圧力よりも低い第
２の圧力の状態にする減圧処理工程とを行う。これによ
り、高アスペクト比で狭い幅の溝内に、緻密なシリコン
酸化膜を形成することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  素子間を分離する素子分離溝が形成された基板を処理室内へ搬入する工程と、
  炭素及び水素を含むシリコン化合物ガスを処理室内へ供給して、処理室内を第１の圧力
の状態にする工程と、
  処理室内を前記第１の圧力にした状態において、処理室内へ紫外光を照射して、前記素
子分離溝内に絶縁膜を形成する絶縁膜形成工程と、
  前記シリコン化合物ガスの処理室内への供給を停止した状態で、処理室内を前記第１の
圧力よりも低い第２の圧力の状態にする減圧処理工程と、
  を有する半導体装置の製造方法。
【請求項２】
  請求項１に記載された半導体装置の製造方法であって、
  前記減圧処理工程において、処理室内へ紫外光を照射する半導体装置の製造方法。
【請求項３】
  基板を処理する処理室と、
  炭素及び水素を含むシリコン化合物ガスを処理室内へ供給する処理ガス供給部と、
  処理室内の雰囲気を排気する排気部と、
  処理室内に紫外光を照射する紫外光発光部と、
  制御部とを備え、
  該制御部は、素子分離溝を有する基板が処理室内に存在する状態において、前記シリコ
ン化合物ガスを前記処理ガス供給部から処理室内へ供給し、処理室内を第１の圧力にした
状態において、処理室内へ紫外光を照射して、前記素子分離溝内に絶縁膜を形成し、その
後、前記シリコン化合物ガスの処理室内への供給を停止し、処理室内を前記第１の圧力よ
りも低い第２の圧力の状態にする減圧処理を行う制御部である半導体製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、紫外光を用いた基板処理技術に関するものであり、例えば、半導体集積回路
（以下、ＩＣという。）が作り込まれる半導体基板（例えば、半導体ウエハ）に、酸化膜
等を堆積（デポジション）して成膜等するうえで有効な、半導体装置の製造方法と製造装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
  ＩＣの製造においては、ＩＣの高集積化に伴い、ＩＣを構成するトランジスタ等の回路
素子の微細化が求められている。そのため、ＩＣの素子分離形成方法として、現在では、
寸法の制御性に優れ、かつ占有面積の小さいＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉ
ｓｏｌａｔｉｏｎ）法が用いられている。ＳＴＩ法は、半導体基板に溝を形成した後、Ｔ
ＥＯＳ（テトラエトキシシラン）とＯ３（オゾン）を用いた常圧ＣＶＤ（Ｃｈｅｍiｃａ
ｌ　Ｖａｐｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｏｎ）法や、ＴＥＯＳを用いたプラズマＣＶＤ法等により
、前記形成した溝中に絶縁膜を埋め込むことにより、素子分離領域を形成するものである
。
【０００３】
  しかし、最近ではますますＩＣの高集積化が進み、素子分離溝の幅が０．１μｍ以下と
なり、さらに、素子分離溝の深さと幅との比であるアスペクト比（溝の深さ／溝の幅）が
増大してきている。そのため、従来使用されてきた上記常圧ＣＶＤ法等では、素子分離溝
中に、後述するボイドやシームを作ることなく、絶縁膜を埋め込むことが困難となってき
ている。
  その理由の１つは、従来の常圧ＣＶＤ法等では、溝内の開口部における絶縁膜の成膜速
度が、溝内の奥部（底部）における成膜速度よりも速いためである。溝内の開口部におけ
る成膜速度が、奥部よりも速いため、奥部へ絶縁膜を十分埋め込む前に、開口部が絶縁膜
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で塞がれてしまう。このように、溝内の開口部が奥部よりも厚く成膜されることを、オー
バーハング（ｏｖｅｒ-ｈａｎｇ）と呼ぶ。
【０００４】
  溝内の開口部における絶縁膜の成膜速度が、奥部よりも速い理由は、次のとおりである
。従来使用されてきた常圧ＣＶＤ法やプラズマＣＶＤ法では、熱等により材料ガスを分解
し、化学反応が気相で起こり反応生成物が基板に付着することで絶縁膜が形成される。こ
のため、成膜速度は、材料ガスの供給速度や気相での材料ガスの反応速度、反応生成物の
基板への付着確率により律速される。
  反応生成物の基板への付着確率が１に近い供給律速の条件では、溝内の開口部への絶縁
膜の成膜速度が、溝内の奥部への成膜速度よりも速いため、溝内の奥部へ絶縁膜を十分埋
め込む前に、溝内の開口部が絶縁膜で塞がれて、ボイドと呼ばれる空隙が形成される。反
応生成物の基板への付着確率が０に近い反応律速の条件でも、絶縁膜は溝の両側の側壁か
ら成長するため、両側の絶縁膜の継ぎ目で、シームと呼ばれるスリット状の欠陥が発生す
る。このシームという現象は、原理的に１００％の段差被覆性を有するＡＬＤ（Ａｔｏｍ
ｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｏｎ）法の場合でも、不可避である。微細化技術に対応
するＡＬＤ法に関する基板処理装置が、例えば、特許文献１に開示されている。
  オーバーハングによる溝内の開口部の閉塞に対して、例えば、ＨＤＰ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅ
ｎｓｉｔｙ　Ｐｌａｓｍａ）ＣＶＤ法では、成膜後に、アルゴン等の不活性ガスによるイ
オンエッチングを行い、成膜時に形成されたオーバーハングを削り、溝内の開口部の修復
を行う例がある。しかしながら、この方法でも、溝の幅が６５ｎｍ以下、かつアスペクト
比が５以上の場合は、ボイドを形成することなく、溝内の奥部へ絶縁膜を埋め込むことは
困難である。
【０００５】
  また、上述した素子の微細化に伴い、個々の素子の電極間隔も狭くなってきている。一
般に、ＩＣ等の半導体装置においては、半導体基板上に形成されたトランジスタ、抵抗、
及びキャパシタ等の素子電極とその上方に形成される金属配線との間に、ＰＭＤ（Ｐｒｅ
　Ｍｅｔａｌ　Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ）膜とよばれる層間絶縁膜が形成されており、この
ＰＭＤ膜は、素子電極と、該素子電極の上層の金属配線との間を絶縁するだけでなく、半
導体基板上に形成された素子電極と素子電極の間を埋め込み、各層の平坦性を確保するも
のである。
【０００６】
  従来は、このＰＭＤ膜として、ボロン又はリン等の不純物を含んだシリコン酸化膜をＣ
ＶＤ法によって堆積したのちに、加熱処理によって絶縁膜をリフローさせることによって
素子電極間を埋め込む方法や、シリコン酸化膜の堆積とスパッタエッチングが同時に進行
することによって素子電極間を埋め込むＨＤＰ－ＴＥＯＳ法が用いられてきた。しかし、
素子電極間隔の微細化によって、これらの成膜技術では、素子電極間にボイドやシームを
作らずに絶縁膜を埋め込むことが困難となってきている。
【０００７】
  その理由は、上述した素子分離溝の場合と同様に、電極間の開口部が塞がるオーバーハ
ングが発生し、電極間の内部にボイドが発生するためである。この対策として、例えば、
過水素化シラザン重合体溶液の塗布膜（ＰＳＺ：Ｐｏｌｙｓｉｌａｚａｎｅ）をスピンコ
ートすることによって、素子間に堆積し、その後、高温水蒸気酸化によって酸化・重合反
応を促進させることによって、絶縁膜を形成するＳＯＤ（Ｓｐｉｎ　Ｏｎ　Ｄｉｅｌｅｃ
ｔｒｉｃ）法を用いた埋め込み技術が開発されている。
  しかし、高温水蒸気酸化プロセスは、先に形成されているトンネル絶縁膜の信頼性を劣
化させやすい。そのため、水蒸気酸化プロセスの温度や水蒸気量の最適化が図られている
が、その最適化は簡単ではない。水蒸気酸化条件（温度等）を軽減し過ぎた場合には、微
細な電極間内部でのＰＳＺ膜の酸化反応が充分に進行しないため、素子間の耐圧が低下し
、信頼性不良が発生する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－８０２９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
  本発明の目的は、高いアスペクト比で狭い幅の素子分離溝内に絶縁膜を埋め込むこと、
あるいは、間隔の狭い素子電極と素子電極の間に絶縁膜を埋め込むことの可能な、半導体
装置の製造方法や製造装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
  本願において開示される発明のうち、代表的なものは、次のとおりである。
  すなわち、基板を処理室内へ搬入する工程と、炭素及び水素を含むシリコン化合物ガス
を処理室内へ供給して、処理室内を第１の圧力の状態にする工程と、処理室内を前記第１
の圧力にした状態において、処理室内へ供給されたシリコン化合物ガスに紫外光を照射し
て、基板上にシリコン酸化膜を形成する工程と、処理室内を前記第１の圧力よりも低い第
２の圧力の状態にする減圧処理工程と、を有する半導体装置の製造方法。
【発明の効果】
【００１１】
  このように半導体装置の製造方法を構成すると、高アスペクト比で狭い幅の溝内に、緻
密なシリコン酸化膜を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の半導体装置の製造方法を実施可能な、半導体製造装置の構成例（垂直断
面図）である。
【図２】本発明の第１実施例における処理工程を示す図である。
【図３】本発明の第２実施例における処理工程を示す図である。
【図４】本発明の第３実施例における処理工程を示す図である。
【図５】本発明により、素子分離溝内にシリコン酸化膜を埋め込んだ事例を示す写真であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
  本発明の半導体装置の製造方法を実施する半導体製造装置の構成例について、図１を用
いて説明する。図１は、本発明の半導体装置の製造方法を実施可能な半導体製造装置１０
０の垂直断面図である。図１において、１は、その内部で基板を処理する基板処理室、す
なわち、本発明の半導体装置製造工程を行う基板処理室。２は処理対象の基板であり、該
基板２上にＩＣが形成される。３は、基板２を処理する際に、基板２を載置するサセプタ
（基板載置部）。４は、紫外光を発光する発光部。５は、前記発光部４から発光された紫
外光を、処理室１内に透過させる透過窓であり、本実施の形態では石英から構成される。
６は、基板２を加熱するためのヒータユニットで、本実施の形態では、抵抗ヒータで構成
されている。７は、基板２の温度を検出するための温度検出器。８は、有機物（炭素、水
素）の残留量を計測する残留ガス計測計。９は、処理室１内の圧力等を制御する制御部で
ある。ヒータユニット６と温度検出器７は、制御部９に電気的に接続される。制御部９は
、基板２の温度が所望のタイミングにて所望の温度分布となるように、前記温度検出器７
により検出された温度情報に基づいて、ヒータユニット６への通電量を制御する。
【００１４】
  本半導体製造装置１００においては、発光部４の内部には、エキシマランプを備えると
ともに、アルゴン（Ａｒ２）、クリプトン（Ｋｒ２）、キセノン（Ｘｅ２）等の希ガスが
封入されている。これらの希ガスを封入することにより、紫外光の波長を設定することが
できる。例えば、Ａｒ２を封入した場合は波長１２６ｎｍの紫外光、Ｋｒ２を封入した場
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合は波長１４６ｎｍの紫外光、Ｘｅ２を封入した場合は波長１７２ｎｍの紫外光を発生す
ることができる。本実施の形態では、Ｘｅ２を封入して紫外光を発生させる。発生した紫
外光は、石英製の透過窓５を通して、基板処理室１内に供給される。
  本発明では、波長が２００ｎｍ以下の真空紫外光を用いることにより、シリコン化合物
ガスを効率的に分解するようにしている。波長が２００ｎｍより長いと、シリコン化合物
ガスを効率的に分解できない。
  基板処理室１と発光部４とは、石英製の透過窓５により、気密に分離されている。した
がって、発光部４の内部の希ガスは、基板処理室１に流出せず、また、基板処理室１内の
シリコン化合物ガス等が、発光部４内に流入することもない。
  透過窓５の内側表面（基板処理室１側の面）と、サセプタ３上に載置された基板２との
間の距離は、５～１５ｍｍが好ましい。この距離が小さすぎると、シリコン化合物ガスに
紫外光が照射される時間が短いため、シリコン化合物ガスが活性化されにくく、分解しに
くい。また、この距離が大きすぎると、紫外光により活性化したシリコン化合物ガスが活
性を失いやすい。
【００１５】
  次に、処理ガス等のガス供給系について説明する。図１に示すように、処理室１のガス
導入管１４には、シリコン化合物ガス供給管１５、不活性ガス供給管４５が接続されてい
る。シリコン化合物ガス供給管１５には、上流から順に、シリコン化合物ガスを供給する
シリコン化合物ガス供給源１３、流量制御装置であるＭＦＣ（マスフローコントローラ）
１２、開閉バルブ１１がそれぞれ設けられている。不活性ガス供給管４５には、上流から
順に、例えば、Ｎ２（窒素）等の不活性ガスを供給する不活性ガス供給源４３、ＭＦＣ４
２、開閉バルブ４１がそれぞれ設けられている。
【００１６】
  ＭＦＣ１２、４２及び開閉バルブ１１、４１は、制御部９に電気的に接続されている。
制御部９は、処理室１内に供給するガスの種類が所望のタイミングにて所望のガス種とな
るよう、また、供給するガスの流量が所望のタイミングにて所望の流量となるよう、ＭＦ
Ｃ１２、４２及び開閉バルブ１１、４１を制御する。
【００１７】
  シリコン化合物ガスとしては、例えば、ＯＭＴＳ（オクタメチルトリシロキサン：Ｓｉ

２Ｏ２（ＣＨ３）８）、ＴＭＣＴＳ（テトラメチルシクロテトラシロキサン：［（ＣＨ３

）ＨＳｉＯ］４）、ＨＳＱ（ハイドロジェンシルセキオキサン：Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　Ｓｉ
ｌｓｅｓｑｕｉｏｘａｎｅ）などのうち、１種類のガスを用いることができる。
  また、シリコン化合物ガスを処理室１内に供給するときは、必要に応じ、不活性ガス源
４３から同時に不活性ガスを供給してもよい。不活性ガスとしては、アルゴン、ヘリウム
、窒素ガス等を用いることができる。
【００１８】
  次に、処理室１のガス排気系について説明する。図１に示すように、処理室１内の雰囲
気を排気するガス排気管６４には、上流から順に、残留ガス計測計８、圧力センサ６１、
圧力調整バルブであるＡＰＣ（Ａｕｔｏ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）バ
ルブ６２、真空排気装置である真空ポンプ６３が設けられている。真空ポンプ６３は、処
理室１内の圧力が所定の圧力（真空度）となるよう、処理室１内を真空排気する。ＡＰＣ
バルブ６２、圧力センサ６１、残留ガス計測計８は、制御部９に電気的に接続されている
。制御部９は、処理室１内の圧力が所望のタイミングにて所望の圧力となるように、圧力
センサ６１により検出された圧力値に基づいて、ＡＰＣバルブ６２の開度を制御する。ま
た、制御部９は、処理室１内の残留ガス濃度が所定の分圧以下となるよう、真空ポンプ６
３による排気を行う。
  前記制御部９は、図示しない操作部、入出力部等を備えており、レシピ（成膜プロセス
の制御シーケンス）に基づく温度制御や圧力制御、流量制御および機械駆動制御等を行う
。また、制御部９は、ハードウェア構成として、ＣＰＵ（中央演算ユニット）とメモリと
を備えるものである。
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【００１９】
  以下、図１に示す半導体製造装置１００を用いる第１実施例～第３実施例を説明する。
（第１実施例）
  まず、本発明の第１実施例を、図２を用いて説明する。図２は、本発明の第１実施例に
おける処理工程を示す図である。第１実施例は、シリコン基板上の素子分離領域に形成さ
れたトレンチ（溝）内に、図１の半導体製造装置１００を用いて、真空紫外光ＣＶＤ法に
より、シリコン酸化膜を埋め込むものである。
  （Ａ１）トレンチ形成工程
  まず、シリコン基板上の素子分離領域に、ＳＴＩ法により、素子分離溝を所望の深さま
で形成する。はじめに、図２（ａ）に示すように、シリコン基板２の表面に、公知の熱酸
化法によりシリコン酸化膜（ＳｉＯ２）７１を膜厚が５ｎｍ程度となるよう形成する。次
に、このシリコン酸化膜の上に、公知の減圧ＣＶＤ法により、シリコン窒化膜（ＳｉＮ）
７２を膜厚が２００ｎｍ程度となるよう堆積する。このシリコン窒化膜７２は、シリコン
基板に素子分離溝を形成する際の耐エッチングマスクとして使用するものである。
  次に、図２（ｂ）に示すように、リソグラフィ工程によってレジストパターン７３を形
成する。その後に、図２（ｃ）に示すように、ＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔ
ｃｉｎｇ）工程により、シリコン窒化膜７２及びシリコン酸化膜７１を選択的にエッチン
グし、素子分離溝を形成する際の耐エッチングマスク７４を形成する。この状態で、シリ
コン基板２をＲＩＥ工程によってエッチングして、図２（ｄ）に示すように、素子分離溝
７５を形成する。
【００２０】
  （Ｂ１）シリコン酸化膜形成工程
  上述した（Ａ１）トレンチ形成工程の後、公知の熱酸化法等により熱酸化処理等を行う
ことにより、素子分離溝の内面にシリコン酸化膜（図示しない）を形成する。上述したよ
うに、素子分離溝形成のための耐エッチングマスク７４は、シリコン窒化膜７２を含んで
形成される。このシリコン窒化膜７２と、後述する真空紫外光ＣＶＤ処理により形成され
るシリコン酸化膜との界面密着性はあまりよくない。したがって、素子分離溝７５を形成
した後、後述する真空紫外光ＣＶＤ処理の前に、素子分離溝７５の内面とシリコン窒化膜
７２の表面に、真空紫外光ＣＶＤ処理以外の熱酸化処理等によりシリコン酸化膜を形成す
ることが望ましい。これによって、真空紫外光ＣＶＤ処理によって形成されるシリコン酸
化膜との界面密着性が向上する。なお、この熱酸化処理工程は、常に必要ではなく、適宜
、省略することができる。
【００２１】
  （Ｃ１）基板搬入工程
  次に、素子分離溝７５が形成された基板２が、基板搬入口（図示しない）から基板処理
室１内のサセプタ３に載置される。続いて、排気管６４を介して真空ポンプ６３により、
基板処理室１の内部が所定の真空度（例えば、２０Ｐａ）に減圧され、ヒータユニット６
により、基板２が所定の温度（例えば、８０℃）に昇温される。
【００２２】
  （Ｄ１）成膜工程
  次に、図２（ｅ）に示すように、真空紫外光ＣＶＤプロセスを用いて、基板上にシリコ
ン酸化膜７６を形成する。詳しくは次のとおりである。
  成膜工程において、所定の材料ガス（シリコン化合物ガス）が、シリコン化合物ガス供
給源１３からガス導入管１４を介して基板処理室１に供給される。このとき、窒素ガス等
の不活性ガスが、不活性ガス供給源４３から処理室１に供給されるようにしてもよいが、
本実施例では、不活性ガスを供給しない。材料ガスが、基板処理室１に供給されている状
態において、真空ポンプ６３により基板処理室１内を所定の圧力に調整し、材料ガスに向
けて、発光部４から紫外光を照射する。
  材料ガスである有機シリコンは、Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ－Ｒ結合（Ｒは低級アルキル基）の状
態にある。本実施例では、材料ガスのシリコン化合物ガスには、ポリシロキサンを用いて
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いる。紫外光照射により、ポリシロキサンのＳｉ－Ｏ－Ｓｉ－Ｒ結合が分解、すなわち、
Ｒが分離しシロキサン（Ｓｉ－Ｏ結合）になるとともに、シロキサンが励起されて高分子
化し、シロキサン（Ｓｉ－Ｏ結合）を含むシリコン酸化膜が生成される。このとき、照射
する紫外光の強度を、基板２の表面において３ｍＷ／ｃｍ２以上、１００ｍＷ／ｃｍ２以
下とするのがよい。紫外光の強度を、３ｍＷ／ｃｍ２以上とすることにより、成膜速度を
向上し、また、成膜の表面が平坦となるように、成膜形成中における成膜の流動性を高く
維持することができる。本実施例では、５０ｍＷ／ｃｍ２とした。
  なお、紫外光の強度が大きいほど、成膜の流動性は高くなる。また、材料ガスの圧力が
高いほど、分解される材料ガスの分子が多くなるので、成膜の流動性が高くなる。
  ここで、成膜の流動性とは、基板に付着した反応生成物の移動し易さである。基板に付
着した反応生成物は、基板上において、界面張力により、自身の密度の小さい所へ移動し
ようとし、また、平坦になろうとする。したがって、成膜の流動性が高いと、溝の奥部ま
で成膜されやすくなる。
【００２３】
  成膜工程においては、基板２の温度を０℃以上１００℃以下とし、かつ、基板処理室１
内の圧力を２０Ｐａ以上１００Ｐａ以下とすることが望ましい。２０Ｐａより小さい圧力
では、成膜速度が低く実用的でない。また、基板に付着した反応生成物の密度が小さいの
で、成膜の流動性が低い。一方、１００Ｐａより大きい圧力では、材料ガスの分子当たり
のエネルギが小さく、ガスの分解が進みにくい。
  なお、上記の例では、材料ガスを基板処理室１に供給しつつ紫外光を照射するようにし
ているが、材料ガスを基板処理室１に供給した後、材料ガス供給を停止した状態で、紫外
光を照射するようにすることもできる。
  （Ｅ１）減圧処理工程その後、図２（ｆ）に示すように、前記成膜工程により堆積した
シリコン酸化膜７６を減圧処理することによって、シリコン酸化膜７６中に含まれる残留
有機物濃度の低い、緻密なシリコン酸化膜とする。減圧処理時においては、材料ガスの供
給と紫外光の照射を停止し、停止後、基板処理室１内の雰囲気を排気する。こうすること
により、基板処理室１内の圧力が、前記（Ｄ１）成膜工程の成膜時における圧力よりも低
くなるので、シリコン酸化膜７６中に含まれる残留有機物濃度を低くして、緻密な膜とす
ることができる。
  この減圧処理は、上記（Ｄ１）成膜工程の後、約３０秒以内に０．１Ｐａ以下とするこ
とが望ましい。真空紫外光の照射を停止した後、早急に減圧処理することにより、分解さ
れた状態のシリコン化合物を処理することが可能となる。真空紫外光の照射を停止した後
、約３０秒以内であれば、シリコン化合物が分解された状態、つまり成膜の流動性の高い
状態であるので、素子分離溝内にシリコン酸化膜あるいは絶縁膜を形成することが容易と
なる。逆に、真空紫外光の照射を停止した後、減圧処理するまでの時間が長い場合は、分
解された状態のシリコン化合物の一部が再結合してしまい、成膜の流動性を失ってしまう
可能性がある。その場合、素子分離溝内にシリコン酸化膜あるいは絶縁膜を形成すること
はより困難となる。したがって、真空紫外光が照射されたシリコン化合物が、所望の流動
性を有している間に、減圧処理することが望ましい。また、真空紫外光の照射を停止した
後、早急に減圧処理する場合は、減圧処理前に真空紫外光の照射を停止することが可能と
なるので、真空紫外光を発光するランプの寿命を延ばすことができる。
  なお、減圧処理時において、紫外光を材料ガスに照射するようにしてもよい。このよう
にすると、減圧処理工程においても、基板に付着したシリコン化合物ガスが紫外光により
分解され、成膜の流動性が高まり、素子分離溝内にシリコン酸化膜あるいは絶縁膜を形成
することが、より容易となる。
  また、上記減圧処理は、材料ガスの供給を停止することなく行うこともできる。上記（
Ｄ１）成膜工程よりも、基板処理室１内の圧力を低くすることが必要であるから、そのた
め、例えば、基板処理室１内へのガス供給量を（Ｄ１）成膜工程より減少させるか、又は
、基板処理室１内からのガス排気量を（Ｄ１）成膜工程より増加させるようにする。
【００２４】
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  ところで、成膜の流動性が高い成膜条件（比較的、圧力が高い条件）では、生成された
シリコン酸化膜中の残留有機物濃度（炭素や水素の濃度）が高い。このため、残留した有
機物が後工程で抜け、ボイドの原因になることがある。シリコン酸化膜中の残留有機物濃
度を低くするために、上記の（Ｄ１）成膜工程に代えて、制御部９は、次のように、成膜
処理と減圧処理を交互に行う（Ｍ）成膜・減圧工程を行うよう制御することができる。（
Ｍ）成膜・減圧工程を行う場合は、上記（Ｅ１）減圧処理工程は省略できる。
  （Ｍ）成膜・減圧工程
  （Ｍ１）最初に、材料ガスの供給と紫外光の照射を行いながら、流動限界以下の圧力で
ある１０Ｐａ以下の圧力で、つまり、成膜の流動性がほとんどないような低い圧力で、所
定の基板温度（０℃以上１００℃以下）で、１～２ｎｍ程度の膜厚の成膜を行う。このよ
うにすると、材料ガスの分子当たりのエネルギが大きいので、基板２のシリコンと密着性
がよく、残留有機物濃度の低い、耐熱性の優れた膜を生成できる。
  （Ｍ２）次に、材料ガスの供給と紫外光の照射を行いながら、高い成膜速度が得られる
所定の圧力（２０Ｐａ以上１００Ｐａ以下）、及び、所定の基板温度（０℃以上１００℃
以下）で、所定の膜厚、例えば、溝の幅の１／４程度まで成膜を行う。
  （Ｍ３）材料ガスの供給と紫外光の照射を停止し、停止後、基板処理室１内の雰囲気を
排気する。こうすることにより、基板処理室１内の圧力が、前記（Ｍ２）の成膜時におけ
る圧力よりも低くなるので、膜中に含まれる残留有機物濃度を低くして、緻密な膜とする
ことができる。すなわち、（Ｍ３）工程は、上記（Ｅ１）減圧処理工程に相当するもので
ある。このとき、排気中の有機物の分圧が、所定の分圧となるまで、残留ガス計測計８で
モニタしながら排気するのが好ましい。この所定の分圧は、適切な値を予め実験等により
求めておく。あるいは、排気中の有機物の分圧が所定の分圧となるまでの所定の時間を、
予め計測しておき、前記所定の時間、排気するようにしてもよい。
  （Ｍ４）基板処理室１内の雰囲気を排気した後、材料ガスを供給し、基板処理室１内が
所定の圧力（２０Ｐａ以上１００Ｐａ以下）、及び、所定の基板温度（０℃以上１００℃
以下）になった後、材料ガスに向けて、発光部４から紫外光を照射する。こうして、所定
の膜厚、例えば、溝の幅の３／４程度まで成膜を行う。
  （Ｍ５）前記（Ｍ３）と同様に、材料ガスの供給と紫外光の照射を停止し、停止後、基
板処理室１内の雰囲気を排気する。このとき、排気中の有機物の分圧が、所定の分圧とな
ると、排気を終了する。
  （Ｍ６）基板処理室１内の雰囲気を排気した後、材料ガスを供給し、基板処理室１内が
所定の圧力（２０Ｐａ以上１００Ｐａ以下）、及び、所定の基板温度（０℃以上１００℃
以下）になった後、材料ガスに向けて、発光部４から紫外光を照射する。こうして、所定
の膜厚となるまで、つまり、溝の内部を完全に埋めるまで成膜を行う。
  以上の（Ｍ２）から（Ｍ６）のように、成膜と排気を繰り返すことにより、残留有機物
の少ない平坦な絶縁膜を溝の奥部に形成することができる。
  なお、上記の（Ｍ２）（Ｍ４）（Ｍ６）における圧力、基板温度は、すべて同一の圧力
、基板温度としてもよいし、必要に応じ、異なる圧力、基板温度としてもよい。例えば、
（Ｍ２）では２０～３０Ｐａ、（Ｍ４）では３０～４０Ｐａ、（Ｍ６）では４０～１００
Ｐａとする。このようにすると、（Ｍ２）よりも（Ｍ４）の成膜の流動性を高くすること
ができ、また、（Ｍ４）よりも（Ｍ６）の成膜の流動性を高くすることができる。したが
って、（Ｍ２）よりも溝の幅が小さくなっている（Ｍ４）や、（Ｍ４）よりも溝の幅が小
さくなっている（Ｍ６）の状態において、絶縁膜を溝内に形成しやすくなる。
  また、（Ｍ１）と（Ｍ２）の間において、（Ｍ３）と同様な減圧処理を行うようにして
もよい。しかし、（Ｍ１）においては、（Ｍ２）よりも低い圧力で、（Ｍ２）よりも薄い
成膜を行っているので、この（Ｍ１）直後の減圧処理は、必ずしも必要ではない。
【００２５】
  （Ｆ１）基板搬出工程
  以上のようにして所望の絶縁膜が形成された後に、窒素ガス等の不活性ガスが、不活性
ガス供給源４３から処理室１に供給される。不活性ガスにより、基板処理室１内が置換さ
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れ、大気圧に復帰した後に、処理済みの基板２が処理室１の外部に搬出される。
【００２６】
  （Ｇ１）熱処理工程
  その後、図１の半導体製造装置１００とは別の公知の加熱装置において、酸素等の酸化
性雰囲気または不活性雰囲気中で、上記（Ｄ１）成膜工程よりも高い温度で、基板２を熱
処理することにより、さらにシリコン酸化膜７６中の有機物密度を低くし、シリコン酸化
膜７６を緻密化する。この緻密化の熱処理は、７００℃から１１００℃の範囲で行うこと
が望ましい。この熱処理温度は高いほどよいが、素子分離溝の埋め込み工程よりも前の工
程で形成された形成物により制限される。例えば、後述する第３実施例のように、前の工
程で電極を形成した場合は、７００℃以上の高温で加熱すると、電極の材質を変質させる
。したがって、電極の材質に悪影響を与えない程度の温度で加熱する必要がある。
  なお、ここでは加熱処理を、半導体製造装置１００とは別の加熱装置で実施しているが
、これに限るものではなく、前記（Ｆ１）基板搬出工程の前に、基板処理室１内の基板載
置部３のヒータ６により加熱処理することもできる。しかし、半導体製造装置１００で加
熱処理すると、加熱処理に多くの時間をとられる。したがって、別の加熱装置で加熱処理
する方が、スループットが向上するので好ましい。
  （Ｈ１）ＣＭＰ工程
  シリコン酸化膜を緻密化した後に、図２（ｇ）に示すように、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ：化学的、機械的研磨）処理によって、
基板上の不要なシリコン酸化膜を除去し、基板２の表面を平坦化する。
【００２７】
（第２実施例）
  次に、図３を用いて第２実施例を説明する。図３は、本発明の第２実施例における処理
工程を示す図である。第２実施例は、第１実施例と同様に、シリコン基板上の素子分離領
域に形成されたトレンチ内に、真空紫外光ＣＶＤ法により、シリコン酸化膜を埋め込むも
のである。しかし、第２実施例では、第１実施例と異なり、素子分離溝内の一部に対し、
真空紫外光ＣＶＤ法によりシリコン酸化膜を埋め込むものである。
  第２実施例においては、（Ａ２）トレンチ形成工程、（Ｂ２）シリコン酸化膜形成工程
、（Ｃ２）基板搬入工程、（Ｄ２）成膜工程、（Ｅ２）減圧処理工程、（Ｆ２）基板搬出
工程、（Ｐ）プラズマＣＶＤ処理工程、（Ｇ２）熱処理工程、（Ｈ２）ＣＭＰ工程の順に
処理が行われる。（Ｄ２）成膜工程、（Ｐ）プラズマＣＶＤ処理工程以外の各工程は、そ
れぞれ、第１実施例における各工程と同じ処理なので、説明を省略する。
  （Ｄ２）成膜工程においても、第１実施例における（Ｄ１）成膜工程と同様の真空紫外
光ＣＶＤ処理条件（材料ガス種、圧力、温度等）で、素子分離溝内にシリコン酸化膜を堆
積して埋め込む。しかし、（Ｄ２）成膜工程においては、図３（ａ）に示すように、真空
紫外光ＣＶＤ処理により素子分離溝内に堆積するシリコン酸化膜７６の表面８１は、素子
部８２の表面８３より低い位置とする。その結果、基板２の表面には凹凸が生じる。図３
（ａ）においては、素子部８２のシリコン窒化膜７２の下方のシリコン酸化膜７１の下端
に相当する位置まで、すなわち、基板２のシリコン部分の表面位置まで、素子分離溝内に
シリコン酸化膜７６が形成されている。
  （Ｄ２）成膜工程の後、図３（ｂ）に示すように、（Ｅ２）減圧処理工程により、真空
紫外光ＣＶＤ処理により堆積したシリコン酸化膜７６を減圧処理することによって、緻密
なシリコン酸化膜とする。
【００２８】
  その後、（Ｐ）プラズマＣＶＤ処理工程において、公知である一般的なプラズマＣＶＤ
処理により、図３（ｃ）に示すように、素子分離溝内に堆積するシリコン酸化膜の表面８
４が、素子部８２の表面８３より高い位置となるまで、シリコン酸化膜８５を堆積する。
このときに用いるプラズマＣＶＤ処理は、高密度プラズマ（ＨＤＰ）によるＨＤＰ－ＣＶ
Ｄ処理が好ましい。その理由は、後述するように、ＨＤＰ－ＣＶＤ処理により堆積される
シリコン酸化膜８５は密度が大きく、そのエッチングレートは、エッチングストッパ層を
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形成するシリコン窒化膜７２のエッチングレートと同程度だからである。なお、（Ｐ）プ
ラズマＣＶＤ処理工程において、プラズマＣＶＤ処理に代えて、公知の熱ＣＶＤ処理を行
うようにしてもよい。公知の熱ＣＶＤ処理によっても、真空紫外光ＣＶＤ処理よりも密度
の高いシリコン酸化膜８５を形成することができる。
  次に、（Ｆ２）基板搬出工程において、基板処理室１内から基板２を搬出した後、（Ｇ
２）熱処理工程において、酸素等の酸化性雰囲気又は不活性雰囲気中で熱処理することに
より、さらにシリコン酸化膜７６を緻密化する。
  その後、図３（ｄ）に示すように、（Ｈ２）ＣＭＰ工程において、基板上の不要なシリ
コン酸化膜８５を除去する。
【００２９】
  ここで、真空紫外光ＣＶＤ処理によるシリコン酸化膜７６は、有機物をより多く含むた
め、シリコン窒化膜７２や、プラズマＣＶＤ処理又は熱ＣＶＤ処理により形成されるシリ
コン酸化膜８５よりも、膜密度が低い。したがって、真空紫外光ＣＶＤ処理によるシリコ
ン酸化膜７６のエッチングレートは、エッチングストッパ層を形成するシリコン窒化膜７
２のエッチングレートよりも大きい。また、プラズマＣＶＤ処理又は熱ＣＶＤ処理による
シリコン酸化膜８５のエッチングレートは、エッチングストッパ層を形成するシリコン窒
化膜７２のエッチングレートと同程度である。したがって、真空紫外光ＣＶＤ処理による
シリコン酸化膜７６と、シリコン窒化膜７２とが混在した基板をエッチングする場合は、
エッチングレート差に起因した形状劣化、すなわち、基板２の表面に凹凸が発生しやすい
。逆に、プラズマＣＶＤ処理又は熱ＣＶＤ処理によるシリコン酸化膜８５と、シリコン窒
化膜７２とが混在した基板をエッチングする場合は、エッチングレート差に起因した形状
劣化が発生しにくい。
  この第２実施例によると、素子分離溝の埋め込み工程に、真空紫外光ＣＶＤ処理による
シリコン酸化膜７６の堆積と、プラズマＣＶＤ処理又は熱ＣＶＤ処理によるシリコン酸化
膜８５の堆積とが必要となり、工程数が増加する。しかし、（Ｈ２）ＣＭＰ工程において
除去される素子分離溝内のシリコン酸化膜は、（Ｐ）プラズマＣＶＤ処理工程において堆
積したシリコン酸化膜８５となる。そのため、素子分離溝埋め込み工程が終了した後、シ
リコン窒化膜７２およびシリコン酸化膜８５を除去するためのウエットエッチング処理を
実施する際に、素子部のシリコン窒化膜７２と、素子分離溝内に埋め込まれたシリコン酸
化膜８５とのエッチングレート差が小さくなり、該エッチングレート差に起因する基板表
面の形状劣化（凹凸）の発生が抑制される。
【００３０】
（第３実施例）
  第３実施例は、半導体基板上に形成されたトランジスタ等の素子電極と素子電極の間に
、層間絶縁膜（ＰＭＤ膜）として、真空紫外光ＣＶＤ法により、シリコン酸化膜を埋め込
むものである。
  図４を用いて第３実施例を説明する。図４は、本発明の第３実施例における処理工程を
示す図である。第３実施例においては、（Ｊ）電極形成工程、（Ｋ）サイドウォール形成
工程、（Ｂ３）シリコン酸化膜形成工程、（Ｃ３）基板搬入工程、（Ｄ３）成膜工程、（
Ｅ３）減圧処理工程、（Ｆ３）基板搬出工程、（Ｇ３）熱処理工程、（Ｈ３）ＣＭＰ工程
の順に処理が行われる。（Ｊ）電極形成工程、（Ｋ）サイドウォール形成工程以外の各工
程は、それぞれ、第１実施例における各工程と同じ処理なので、説明を省略する。
  （Ｊ）電極形成工程において、はじめに、図４（ａ）に示すように、シリコン基板２の
表面に、公知の熱酸化法により、ゲート絶縁膜（ＳｉＯ２）９１を膜厚が約８ｎｍ以下と
なるよう形成する。さらに、その上にゲート電極膜９２として、多結晶シリコン膜を膜厚
が１００ｎｍ程度となるよう形成する。前記電極膜９２としては、ＷＳｉ（タングステン
シリサイド）、ＣｏＳｉ（コバルトシリサイド）等を用いた積層膜とすることも可能であ
る。その場合の膜厚は１００～２００ｎｍの範囲となる。その後、その上にシリコン窒化
膜（ＳｉＮ）９３を形成する。
  次に、リソグラフィ工程によってレジストパターンを形成した後に、ＲＩＥ工程により
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、シリコン窒化膜９３とゲート電極膜９２をエッチングすることによって、図４（ｂ）に
示すように、ゲート電極９５を形成する。
【００３１】
  次に、（Ｋ）サイドウォール形成工程において、図４（ｃ）に示すように、公知の熱Ｃ
ＶＤ法により、シリコン基板全面に、例えばシリコン窒化膜（ＳｉＮ）を形成し、その後
、公知のエッチバック工程によって、電極の側壁にサイドウォール膜（ＳｉＮ）９６を形
成する。
  この後、（Ｃ３）基板搬入工程において、処理室１内に基板２を搬入した後、（Ｄ３）
成膜工程において、図４（ｄ）に示すように、図１の装置１００を用いて真空紫外光ＣＶ
Ｄ処理を行い、基板２上にシリコン酸化膜９７を形成する。なお、第１実施例と同様に、
（Ｃ３）基板搬入工程の前に、（Ｂ３）シリコン酸化膜形成工程を行い、サイドウォール
膜であるシリコン窒化膜上に、予めシリコン酸化膜を形成しておいてもよい。
【００３２】
  その後、（Ｅ３）減圧処理工程において、処理室１内を減圧する。この減圧処理により
、図４（ｅ）に示すように、真空紫外光ＣＶＤ処理により堆積したシリコン酸化膜９７を
、緻密なシリコン酸化膜とする。
  （Ｅ３）減圧処理工程の後、（Ｆ３）基板搬出工程において、処理済の被処理基板２を
基板処理室１から搬出する。
  基板２を基板処理室１から搬出した後、（Ｇ３）熱処理工程において、公知の加熱装置
によって、酸素等の酸化性雰囲気あるいは窒素等の不活性雰囲気中で、熱処理を行う。こ
の熱処理は、電極の材質を変質させないよう、３００～６００℃の範囲で行うことが望ま
しい。このように加熱処理を行うことにより、さらにシリコン酸化膜９７を緻密化する。
  上記（Ｇ３）熱処理工程の後に、図４（ｆ）に示すように、（Ｈ３）ＣＭＰ工程におい
て、ＣＭＰ処理によってシリコン酸化膜９７を平坦化し、その後、公知のプラズマＣＶＤ
法等によりシリコン酸化膜９８を堆積し、その上に第２のゲート電極を形成する。
【００３３】
  真空紫外光ＣＶＤ処理によって、ポリシロキサンを励起して堆積したシリコン酸化膜は
、Ｓｉ－Ｒ結合（Ｒは低級アルキル基）を含むため、一般的な２酸化ケイ素と比較して膜
密度が低い。そのため、一般的な２酸化ケイ素の比誘電率がおよそ４．０であるのに対し
て、真空紫外光ＣＶＤ処理によって堆積したシリコン酸化膜は、比誘電率が２．６～３．
８の範囲となり、低誘電率絶縁膜となる。そのため、第３実施例の発明を用いると、電極
間の絶縁容量を低減することによって信号遅延の改善が可能となり、能動デバイスの動作
速度が向上する。
【００３４】
  本発明の真空紫外光ＣＶＤ処理を行った結果を図５に示す。図５は、第１実施例により
、素子分離溝内にシリコン酸化膜を埋め込んだ事例を示す写真である。図５の事例では、
深さが約１０００ｎｍ、幅が約１００ｎｍの素子分離溝内に、ボイドやシームを発生する
ことなく、シリコン酸化膜を形成した。このように、本発明によれば、ボイドやシームを
発生することなく、幅の狭い素子分離溝内にシリコン酸化膜を埋め込むことができる。
【００３５】
  以上の、本明細書の記載に基づき、少なくとも次の発明を把握することができる。すな
わち、第１の発明は、基板を処理室内へ搬入する工程と、炭素及び水素を含むシリコン化
合物ガスを処理室内へ供給して、処理室内を第１の圧力の状態にする工程と、処理室内を
前記第１の圧力にした状態において、処理室内へ供給されたシリコン化合物ガスに紫外光
を照射して、基板上にシリコン酸化膜を形成する工程と、前記シリコン化合物ガスの処理
室内への供給を停止する工程と、前記シリコン化合物ガスの処理室内への供給を停止した
状態で、処理室内を前記第１の圧力よりも低い第２の圧力の状態にする減圧処理工程と、
を有する半導体装置の製造方法。
  このように半導体装置の製造方法を構成すると、高アスペクト比で狭い幅の溝内に、緻
密なシリコン酸化膜を形成することができる。なお、前記減圧処理工程において、シリコ
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ン化合物ガスの処理室内への供給を停止しないようにすることも可能である。
【００３６】
  第２の発明は、素子間を分離する素子分離溝が形成された基板を処理室内へ搬入する工
程と、炭素及び水素を含むシリコン化合物ガスを処理室内へ供給して、処理室内を第１の
圧力の状態にする工程と、処理室内を前記第１の圧力にした状態において、処理室内へ紫
外光を照射して、前記素子分離溝内に絶縁膜を形成する絶縁膜形成工程と、前記シリコン
化合物ガスの処理室内への供給を停止する工程と、前記シリコン化合物ガスの処理室内へ
の供給を停止した状態で、処理室内を前記第１の圧力よりも低い第２の圧力の状態にする
減圧処理工程と、を有する半導体装置の製造方法。
  このように半導体装置の製造方法を構成すると、高アスペクト比で狭い幅の溝内に、緻
密な絶縁膜を形成することができる。なお、前記減圧処理工程において、シリコン化合物
ガスの処理室内への供給を停止しないようにすることも可能である。
【００３７】
  第３の発明は、前記第２の発明の半導体装置の製造方法において、前記素子分離溝に隣
接する素子形成部の表面にはシリコン窒化膜が形成されており、前記絶縁膜形成工程及び
前記減圧処理工程により、前記シリコン窒化膜の表面より低い位置まで、素子分離溝内に
絶縁膜を形成した後、熱ＣＶＤ処理又はプラズマＣＶＤ処理により、素子分離溝内に絶縁
膜を形成する半導体装置の製造方法。
  このように半導体装置の製造方法を構成すると、熱ＣＶＤ処理又はプラズマＣＶＤ処理
により形成した絶縁膜と、シリコン窒化膜のエッチングレート差が小さいので、後工程に
おいてシリコン窒化膜のウエットエッチング処理を実施する際に、前記エッチングレート
差に起因する基板表面の形状劣化（凹凸化）を抑制することができる。
【００３８】
  第４の発明は、前記第１の発明の半導体装置の製造方法において、前記減圧処理工程の
後、前記シリコン酸化膜を形成する工程よりも高い温度で前記シリコン酸化膜を形成した
基板を熱処理する熱処理工程を行う半導体装置の製造方法。
  このように半導体装置の製造方法を構成すると、高アスペクト比で狭い幅の溝内に、緻
密なシリコン酸化膜を形成することができる。
【００３９】
  第５の発明は、前記第１の発明又は第２の発明の半導体装置の製造方法において、前記
減圧処理工程において、処理室内へ紫外光を照射する半導体装置の製造方法。
  このように半導体装置の製造方法を構成すると、減圧処理工程においても、基板に付着
したシリコン化合物ガスが紫外光により分解され、素子分離溝内にシリコン酸化膜あるい
は絶縁膜を形成することがより容易となる。
【００４０】
  第６の発明は、前記第１の発明ないし第５の発明の半導体装置の製造方法において、前
記シリコン化合物ガスがシロキサンである半導体装置の製造方法。
  このように半導体装置の製造方法を構成すると、素子分離溝内にシリコン酸化膜あるい
は絶縁膜を、効率よく形成することができる。
【００４１】
  第７の発明は、前記第１の発明ないし第６の発明の半導体装置の製造方法において、前
記シリコン化合物ガスがＯＭＣＴＳである半導体装置の製造方法。
  このように半導体装置の製造方法を構成すると、素子分離溝内にシリコン酸化膜あるい
は絶縁膜を、効率よく形成することができる。
【００４２】
  第８の発明は、素子間を分離する素子分離溝が形成された基板を処理室内へ搬入する工
程と、炭素及び水素を含むシリコン化合物ガスを処理室内へ供給して、処理室内を第１の
圧力にした状態において、処理室内へ紫外光を照射して、前記素子分離溝内に絶縁膜を形
成する第１の絶縁膜形成工程と、前記シリコン化合物ガスの処理室内への供給を停止した
状態で、処理室内を前記第１の圧力よりも低い第２の圧力の状態にする第１の減圧処理工
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程と、前記シリコン化合物ガスを処理室内へ供給して、処理室内を第３の圧力にした状態
において、処理室内へ紫外光を照射して、前記素子分離溝内に絶縁膜を形成する第２の絶
縁膜形成工程と、前記シリコン化合物ガスの処理室内への供給を停止した状態で、処理室
内を前記第３の圧力よりも低い第４の圧力の状態にする第２の減圧処理工程と、を有する
半導体装置の製造方法。
  このように半導体装置の製造方法を構成すると、絶縁膜形成工程と減圧処理工程をそれ
ぞれ１回だけ行う場合よりも、不純物の少ない絶縁膜を形成することができる。なお、前
記減圧処理工程において、シリコン化合物ガスの処理室内への供給を停止しないようにす
ることも可能である。
【００４３】
  第９の発明は、前記第８の発明の半導体装置の製造方法において、前記第３の圧力は前
記第１の圧力よりも高い半導体装置の製造方法。
  このように半導体装置の製造方法を構成すると、溝の幅が比較的広い状態では、第１の
絶縁膜形成工程により、流動性は低いが不純物の少ない絶縁膜を形成し、溝の幅が比較的
狭い状態では、第２の絶縁膜形成工程により、不純物は増えるが流動性の高い絶縁膜を形
成することができる。したがって、高アスペクト比で狭い幅の溝内に、緻密な絶縁膜を形
成することが容易となる。
【００４４】
  第１０の発明は、基板を処理する処理室と、炭素及び水素を含むシリコン化合物ガスを
処理室内へ供給する処理ガス供給部と、処理室内の雰囲気を排気する排気部と、処理室内
に紫外光を照射する紫外光発光部と、制御部とを備え、該制御部は、素子分離溝を有する
基板が処理室内に存在する状態において、前記シリコン化合物ガスを前記処理ガス供給部
から処理室内へ供給し、処理室内を第１の圧力にした状態において、処理室内へ紫外光を
照射して、前記素子分離溝内に絶縁膜を形成し、その後、前記シリコン化合物ガスの処理
室内への供給を停止し、処理室内を前記第１の圧力よりも低い第２の圧力の状態にする減
圧処理を行う制御部である半導体製造装置。
  このように半導体製造装置を構成すると、高アスペクト比で狭い幅の溝内に、緻密なシ
リコン酸化膜を形成することができる。なお、前記減圧処理を行う工程において、シリコ
ン化合物ガスの処理室内への供給を停止しないようにすることも可能である。
【００４５】
  第１１の発明は、基板を処理室内へ搬入する工程と、炭素及び水素を含むシリコン化合
物ガスを処理室内へ供給して、処理室内を第１の圧力の状態にする工程と、処理室内を前
記第１の圧力にした状態において、処理室内へ供給されたシリコン化合物ガスに紫外光を
照射して、基板上にシリコン酸化膜を形成する工程と、処理室内を前記第１の圧力よりも
低い第２の圧力の状態にする減圧処理工程と、前記シリコン酸化膜を形成する工程よりも
高い温度で前記シリコン酸化膜を形成した基板を熱処理する熱処理工程と、を有する半導
体装置の製造方法。
  このように半導体装置の製造方法を構成すると、高アスペクト比で狭い幅の溝内に、緻
密なシリコン酸化膜を形成することができる。
【００４６】
  第１２の発明は、シリコン基板上に素子分離溝が形成される素子分離溝形成工程と、該
素子分離溝内にシリコン酸化膜が形成される工程と、素子分離溝が形成された基板を処理
室内へ搬入する工程と、炭素及び水素を含むシリコン化合物ガスを処理室内へ供給して、
処理室内を第１の圧力の状態にする工程と、処理室内を前記第１の圧力にした状態におい
て、処理室内へ紫外光を照射して、前記素子分離溝内に絶縁膜を形成する絶縁膜形成工程
と、処理室内を前記第１の圧力よりも低い第２の圧力の状態にする減圧処理工程と、を有
する半導体装置の製造方法。
  このように半導体装置の製造方法を構成すると、絶縁膜形成工程において素子分離溝内
に絶縁膜を形成する際に、形成される絶縁膜と素子分離溝内表面との界面密着性が向上す
る。
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【符号の説明】
【００４７】
  １ 基板処理室、２ 基板、３ サセプタ（基板載置部）、４ 紫外光発光部、５ 紫外光
透過窓、６ ヒータユニット、７ 温度検出器、８ 残留ガス計測計、９ 制御部、１１ 開
閉バルブ、１２ ＭＦＣ、１３ シリコン化合物ガス源、１４ ガス導入管、１５ シリコン
化合物ガス供給管、４１ 開閉バルブ、４２ ＭＦＣ、４３ 不活性ガス源、４５ 不活性ガ
ス供給管、６１ 圧力センサ、６２ ＡＰＣバルブ、６３ 真空ポンプ、６４ ガス排気管。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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